
制度のしくみ（フロー） 

被相続人が一人暮らし（昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された家屋） 

↓ 

↓老人ホーム等に入所していた場合も一定要件を満たせば対象↓ 

↓ 

相続の開始 

↓ 

空き家の発生（相続〜譲渡まで居住・事業・貸付に使用しないこと） 

↓ 

家屋・敷地等の取得（相続） 

↓  どちらかの方法で譲渡  ↓ 

家屋を耐震リフォーム後に 

家屋（＋敷地）を譲渡 

↓ 

最高 3,000 万円控除 

家屋を取壊し後に 

敷地等を譲渡 

↓ 

最高 3,000 万円控除 

 


